
 

 

令和 ７ 年 ８ 月２６日招集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 第 ３ 回 薩 摩 川 内 市 議 会 定 例 会 

 

 

 

 

 

議 案 

 

 

 

 

そ の ５ 

 

 

 

 



議 案  

番 号  
件               名  備   考  

１３５  人権擁護委員候補者の推薦について   

１３６  人権擁護委員候補者の推薦について   

 



議案第１３５号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

下記の者を、人権擁護委員の候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

記  

 

 

住   所   薩摩川内市向田本町 

 

氏   名   
び

枇 
わ

杷 
ま

眞 
ゆ み

弓  

 

生年月日  昭和３１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

本市の区域に置かれている人権擁護委員 枇杷眞弓 氏の任期が本年１２月 

３１日満了することとなるので、新たに委員候補者を法務大臣に推薦したいが、

これについては、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を聞く必

要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号） 

（委員の推薦及び委嘱） 

第６条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。 

２ 略 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住

民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社

会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労

働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支

持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委

員の候補者を推薦しなければならない。 

４～８ 略 

（委員の任期） 

第９条 人権擁護委員の任期は、３年とする。・・・略・・・ 
 

 

参  考  

本人の略歴 
 
昭和５４年 ３ 月  東京薬科大学薬学部衛生薬学科卒業 
 
 
昭和５４年 ６ 月 

｝株式会社富士薬品勤務 
昭和５７年 ６ 月 
 
 
昭和５８年 ４ 月 

｝医療法人敬安会伊達病院勤務 
昭和６０年 ５ 月 
 
 
昭和６０年 ９ 月 

｝医療法人育生会坂口病院勤務 
平成 ９ 年 ５ 月 
 
 
平成 ９ 年 ６ 月  九州東邦株式会社川内営業所勤務（現在に至る。） 
 
 
平成１０年 ４ 月  学校薬剤師（現在に至る。） 
 
 
平成１２年 １ 月 

｝主任児童委員 
平成１６年１１月 
 
 
平成１２年 ８ 月  鹿児島県介護支援専門員協議会川薩支部理事 
 
 

（現在に至る。） 
 
 
平成２４年 ７ 月 

｝川内なでしこライオンズクラブ会計 
平成２５年 ６ 月 
 
 
平成２５年 ７ 月 

｝川内なでしこライオンズクラブ会長 
平成２６年 ６ 月 
 
 
平成２６年 ７ 月 

｝川内なでしこライオンズクラブ幹事 
平成２８年 ６ 月 
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平成２８年 ５ 月 
         } 川内薬剤師会副会長 
令和 ４ 年 ５ 月 
 
 
平成２９年 １ 月  人権擁護委員（現在に至る。） 
 
 
令和 元 年１１月  教育委員会委員（現在に至る。） 
 
 
令和 ４ 年 ５ 月  川内薬剤師会顧問（現在に至る。） 
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議案第１３６号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

下記の者を、人権擁護委員の候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

記  

 

 

住   所   薩摩川内市大小路町 

 

氏   名   執
しゅう 

 印
いん 

 敬
けい 

 三
ぞう 

 

 

生年月日  昭和５８年 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

本市の区域に置かれている人権擁護委員 新満裕子 氏が本年２月２８日辞任

されたことにより、新たに委員候補者を法務大臣に推薦したいが、これについて

は、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を聞く必要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号） 

（委員の推薦及び委嘱） 

第６条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。 

２ 略 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住

民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社

会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労

働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支

持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委

員の候補者を推薦しなければならない。 

４～８ 略 

（委員の任期） 

第９条 人権擁護委員の任期は、３年とする。・・・略・・・ 
 

 

参  考  

本人の略歴 
 
平成１４年 ３ 月  鹿児島県立川内高等学校卒業 
 
 
平成１９年 ４ 月  有限会社三生工務店勤務 
 
 
平成２７年 ４ 月  有限会社三生工務店代表取締役（現在に至る。） 
 
 
令和 ４ 年 １ 月 

｝公益社団法人川内青年会議所理事長 
令和 ４ 年１２月 
 
 
令和 ７ 年 ２ 月  保護司（現在に至る。） 
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